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第１ 設問１ 

１ Ｘは、Ｙに対し、所有権（民法２０６条）に基づく返還請求権を根拠に、

乙建物を収去して甲土地の明渡しを請求することができるか。 

２ 目的物の所有について、Ｘは甲土地を所有しているから、当該要件に当た

る。 

３ 相手方の占有について、甲土地上に乙建物を建てたが未登記であるＹは、

当該要件に当たるか。 

  所有権に基づく返還請求権を含む物権的請求権は、物の円満な支配を回復

等するためのものである。したがって、その相手方は、現に物権を妨害して

いる者又は妨害のおそれを生じさせている者であるのが原則であると解す

る。具体的には、土地上に建物が存在する場合、当該建物を収去できる権限

である建物所有権を有する者は、現に物権を妨害している者に当たる。ま

た、この場合、建物について登記を有する必要はない。 

  本件では、乙建物を建てたＹは、乙建物の所有権を有する。つまり、Ｙ

は、物権的請求権の相手方となるといえる。 

  したがって、相手方の占有について、甲土地上に乙建物を建てたＹは、当

該要件に当たる。 

４ 占有権原がないことについて、ＹはＸに無断で甲土地上に乙建物を建てて

いるから、当該要件に当たる。 

５ よって、Ｘは、Ｙに対し、乙建物を収去して甲土地の明渡しを請求するこ

とができる。 

第２ 設問２⑴ 

１ Ｘは、Ｚに対し、所有権に基づく返還請求権を根拠に、乙建物を収去して

甲土地の明渡しを請求することができるか。 

２ 目的物の所有について、Ｘは甲土地を所有しているから、当該要件に当た

る。 

３ 相手方の占有について、上記の通り、当該建物所有権を有する者が相手方

となる。 

  本件では、Ｙは、Ｚの知らないうちに、乙建物の登記名義をＹからＺに移

転した。つまり、Ｚは、乙建物の所有権を有しないから、物権的請求権の相
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手方にならないといえる。 

  したがって、相手方の占有について、登記名義を有するにすぎないＺは、

当該要件に当たらない。 

４ よって、Ｘは、Ｚに対し、乙建物を収去して甲土地の明渡しを請求するこ

とができない。 

第３ 設問２⑵ 

１ Ｘは、Ｙに対し、所有権に基づく返還請求権を根拠に、乙建物を収去して

甲土地の明渡しを請求することができるか。 

２ 目的物の所有について、上記の通り、当該要件に当たる。 

３ 相手方の占有について、Ｙは、乙建物をＺに売却（５５５条）した。つま

り、乙建物の所有権はＺにある（１７６条）。したがって、乙建物の所有権

を有しないＹは、物権的請求権の相手方にならないのが原則である。 

  しかし、上記の通り、建物の所有者を物権的請求権の相手方とする場合、

それが誰なのか探求しなければならなくなり、土地所有者を害する。また、

１７７条の趣旨は、物権変動を公示することによって、第三者に不測の損害

を与えないようにすることである。つまり、建物所有権を喪失したのであれ

ば、その旨の登記をすべきである。したがって、自らの意思に基づいて所有

権取得の登記をした場合、建物を譲渡したとしても、登記名義を保有する限

り、当該登記名義人が例外的に物権的請求権の相手方となると解する。 

  本件では、Ｙは、甲土地上に乙建物を建て、Ｙ名義の所有権保存登記をし

た。また、Ｙは乙建物をＺに売却したのに、ＹからＺへの乙建物の登記名義

の移転は未了である。つまり、登記名義人であるＹが物権的請求権の相手方

となる。 

  したがって、相手方の占有について、Ｙは当該要件に当たる。 

４ 占有権原がないことについて、Ｙは、Ｘに無断で、甲土地上に乙建物を建

てているから、当該要件に当たる。 

５ よって、Ｘは、Ｙに対し、乙建物を収去して甲土地の明渡しを請求するこ

とができる。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


